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税 務 ア ン テ ナ
税理士の独り言

□法人の回収不能であることが明らかにな
「これをやっておけば大丈夫というもの った貸金等は、その明らかになった事業年

が動いていく」イチローの言葉です。最善 度において貸倒れとして損金経理すべきこ
の状況が絶えず進化しているということで ととされています。したがって、貸倒損失
す。 の計上を遅らせて利益操作をしたことが明

らかな場合には、その後の事業年度におい
て貸倒処理をしても損金算入が認められな
いことになります。私 の 書 棚 よ り

○人生を窮屈にしているのは人にせいでも
社会のせいでもない、自分を守ることに汲 □青色事業専従者は専従者の氏名、その職
々している…その窮屈な心ぜよ。 務の内容及び給与の金額等を記載した書類

を所轄税務署長に提出することにより必要
○太平の世なら常識を知れば生きていける 経費算入が認めらています。専従者給与の、
けんど、時代が動く時は常識という思い込 支給を受けている場合には同時に扶養親族

みは邪魔になるんぜ 又は控除対象配偶者にはなれません。
よ。 又、法人成りに際して他の従業員と同様

に退職金の支給を受けても専従者に対する
「龍馬の如く」 退職金の必要経費算入は認められておりま

茶谷清志著 ｲﾝﾌｫﾄｯﾌﾟ出版 せん。

。税務に関するご質問をお受けしております
お気軽にお問い合わせ下さい。

１０ 月 の 税 務 ス ケ ジ ュ ー ル

日 ○ 月分の源泉所得税の納付 日 ○ 月決算法人の消費税各種10 9 31 10
（休日につき 日） 選択届出書提出13

日 ○ 月決算法人の確定申告 （休日につき 日）31 8 30
○ 年 月決算法人の中間申21 2
告（予定申告）
○ 月､ 年 月､ 月決算11 22 2 5
法人の消費税中間申告
（休日につき 月 日）11 2

今月の贈る言葉『成功の確率を倍にしたければ、失敗の確率を倍にすることだ』
トム・ワトソンby


